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会 議 録 

会 議 名 

（付属機関等名） 
平成３０年度 第２回 川西市国民健康保険運営協議会 

事 務 局 

（担 当 課） 
健康増進部 国民健康保険課 

開 催 日 時 平成３０年１２月１４日（金） 午後１時３０分 

開 催 場 所 川西市役所 ４階 庁議室 

出

席

者 

委 員 

野原登志子委員、土手道子委員、織田行雄委員、 

樋口淳一委員、松浦孝治委員、中原光治委員、 

板東一仁委員、尾野上一夫委員 

事務局 

健康増進部長、健康増進部副部長、国民健康保険課長、保険収納

課長、国民健康保険課長補佐、保険収納課長補佐、、国民健康保

険課主査 

傍聴の可否予定 可 傍聴者数 ２人 

傍聴不可・一部不可の

場合は、その理由 
  

 

会 議 次 第 

 

議題 

１ 平成３１年度仮係数に基づく納付金及び標準保険料率に 

ついて 

２ その他 

 

 

会 議 結 果 

 

１ 平成３１年度仮係数に基づく納付金及び標準保険料率に 

ついて説明が行われた。 

２ 今後の予定について、委員に対し説明が行われた。 
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会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副市長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

それでは定刻がまいりましたので、ただいまより、平成３０年度第２回目の

川西市国民健康保険運営協議会を開催いたします。 

本日は大変お忙しいところご出席いただき、誠にありがとうございます。 

まず初めに、本日の委員の出欠をご報告いたします。藤末委員、佐々木委員、鎌

田委員、和田委員が欠席で他の８名が出席であります。したがって、川西市国民健

康保険運営協議会規則第4条に従って、定数の半数を超えておりますので、本日の

運営協議会は成立となります。 

また、本日の会議は、「川西市国民健康保険運営協議会会議公開制度運用要綱

第５条」の規定に基づきまして傍聴を認めることとしておりますので、ご了承をお願い

いたします。 

 続きまして、小田副市長より、皆様にごあいさつを申し上げます。よろしくお願いしま

す。 

 

皆様、こんにちは。副市長の小田でございます。 

本日は、年末の大変お忙しい中、平成３０年度第２回目の国民健康保険運営協議

会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。委員の皆様におかれまして

は、平素より本市の国民健康保険事業の運営に、格段のご理解とご協力を賜り、厚く

お礼申し上げます。 

さて、国民健康保険につきましては、我が国の皆保険制度の中核をなしながらも構

造的な問題を有していることで、兼ねてから課題が続いておりました。このような中で、

平成３０年度からはより広域的な対応による安定した運営に向けまして、都道府県と

市町村が共同運営という形で取り組みが変わっております。これを受けまして、１１月

末に県より平成３１年度の仮係数に基づく納付金及び標準保険料率が示されました。

本協議会以降、平成３１年度の国民健康保険税のあり方に向けて議論を進めていた

だくこととなりますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 ありがとうございました。それでは議事をすすめたいと思います。 

まず、本日の協議会議事録の署名委員を選出させていただきたいと思いま 

す。私から指名をさせていただきたいと思いますけれどもご異議ございません

でしょうか。 

 

       ＜「異議なし」の声＞ 

 

異議なしとのことですので、本日の署名委員といたしまして、板東委員と土

手委員を署名委員に指名いたしますので、よろしくお願いいたします。  

それでは、議題に先立ちまして事務局から報告があるとのことですので、説明
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国民健康保険
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会長 

 

 

副市長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

をお願いいたします。 

 

 先ほど、副市長からのあいさつにもありましたとおり、これから１月にかけ

て、税率改定に向けて審議していただくこととなります。川西市国民健康保険

運営協議会への諮問につきましては、従来は税率を改定する場合のみ、具体的

な税率改定案を事務局から提示した上で行っており、税率を据え置く場合には、

諮問を行っておりませんでした。今後は実際に税率改定を行うか否かに拘わら

ず、適正な税率について審議いただくよう諮問を行い、審議結果について答申

をいただくという形にしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

 皆様、諮問の変更については、よろしいでしょうか。それでは、小田副市長

より諮問を受けます。 

 

  ＜副市長諮問文読み上げ＞ 

 

                            諮 問 第  １   号      

                               平成３０年１２月１４日 

川西市国民健康保険運営協議会 

会 長 中 原  光 治 様 

                         川西市長 越 田  謙 治 郎 

 

 

平成３１年度川西市国民健康保険税率等について（諮問） 

 

 

 みだしのことについて、下記により諮問いたしますので、よろしくご審議の

程お願い申しあげます。 

 

記 

 

国民健康保険は、国民皆保険制度を守るための基盤となる制度ですが、加入

者の年齢構成が高く、医療費水準が高い、また所得水準が低く、保険料負担が

重いなどの構造的な問題があります。 

平成３０年度からは、それらの課題を解決するために国保制度改革が行われ、

公費が拡充されるとともに、県が市町村とともに共同運営者となり、財政運営
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の責任主体として県全体で必要な医療費等を見込み、それを賄うための納付金

額を各市町村に示し、各市町村はその納付金等を基に税率設定をすることとな

りました。 

 本市の国民健康保険事業特別会計におきましては、国保制度改革前の平成２

９年度決算の単年度実質収支額で約７，５００万円の黒字を計上していますが、

国保制度改革後の平成３０年度以降においても制度の根本的な問題である加入

者の年齢構成などの問題は残ったままであり、一人当たり医療費の増加傾向が

続いている厳しい財政状況の中で、これからも収支均衡を図り、健全な財政運

営に努めなければなりません。 

つきましては、市民が健康で安心して暮らせるよう、将来にわたって国民皆

保険を堅持するために、川西市国民健康保険運営協議会規則第２条に基づき、

平成３１年度川西市国民健康保険税率等についてご審議いただきますようお願

いします。 

＜副市長朗読後、会長に手渡し＞ 

 

ただいま諮問をお受けしました。皆様の慎重なご審議をいただきますようお

願いします。 

それでは、事務局より一言お願いいたします。 

 

諮問の行い方の変更につきまして、ご理解いただき、ありがとうございまし

た。本日ご説明させていただく内容を参考にしていただき、１月から適正税率

についての本格的な議論を進めていただきますよう、重ねてお願いいたしま

す。なお、副市長は、この後、別の公務がございますので、ここで退席させて

いただきます。 

 

それでは、協議事項第１「平成３１年度仮係数に基づく納付金及び標準保険 

料率について」を議題といたします。 

内容について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

まず会議資料の確認をさせていただきます。本日は、諮問書の写しと事前に

お配りしております、右上に「資料」と書いております両面４枚ものの資料と

本日お配りしました「国保のすがた」という冊子の３点でございます。この「

国保のすがた」という冊子につきましては、毎年配付させていただいておりま

す「国民健康保険の安定を求めて」という冊子がリニューアルされたものでご

ざいます。一部新たなデータが掲載されるなど変更点もありますが、国保の概

況や財政状況、国民医療費の動向など、記載内容の基本的な構成としては大き
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くは変わっておりません。またご覧いただきますようお願いいたします。 

 それでは順次説明を始めさせていただきます。 

資料の１ページ目をご覧ください。 

保険料の算定方法（イメージ）でございます。 

以前も同じ資料でご説明したことがございますが、委員が一部代わってい

らっしゃることや、これからの税率改定の審議に向けて基本的な仕組みとして

再確認する必要があることなどから、改めて説明をさせていただきます。 

左の図が２９年度までの仕組み、右の図が３０年度からの仕組みでございま

す。 

右側に記載しております新制度では、①の兵庫県全体の医療費総額から②の

公費や前期高齢者交付金を除く③の部分が兵庫県全体で納付金を賄うべき総額

となり、その額を「所得水準」「被保険者数」「世帯数」に応じて市町ごとに按

分し、その額に医療費水準を反映させるという流れになります。 

具体的な市町への按分方法については、次のページとなりますので、２ペー

ジをお開き願います。 

左の「１ 保険料収納必要額の算出」の図をご覧ください。 

県内全体の医療費総額から公費等を控除し、保険料収納必要総額を算定いた

します。例示では県全体の医療費総額を３００億円とし、その内２００億円は

公費で賄えるため、保険料収納必要総額としては、１００億円ということにな

ります。 

その１００億円を中央の「２ 納付金の按分」の図のとおり、標準割合どお

りに所得割分５０、均等割分３５、平等割分１５の割合で按分した結果、県全

体の所得割分としては５０億円、均等割分としては３５億円、平等割分として

は１５億円となります。 

次に所得割分、均等割分、平等割分それぞれを市町ごとに按分していくこと

となりますが、例示されているＡ市は県内における所得総額、被保険者数、世

帯数の県全体に対する割合が５分の１であると設定されています。 

その結果Ａ市が納めるべき所得割分は５０億円の５分の１である１０億円、

均等割分は３５億円の５分の１である７億円、平等割分は１５億円の５分の１

である３億円ということとなり、納付金額の合計は２０億円となります。 

この額に対して、医療費適正化のインセンティブを図るために、右の年齢構

成調整後の医療費水準を反映させることとなります。 

年齢構成調整後の医療費水準とは、年齢構成が高い市は医療費が多くかかっ

てしまうため、その不平等を解消するために用いる医療費水準であり、全国平

均との比較により算出するものです。具体的には、Ａ市は一人当たり医療費の

実績額が３３万円となっていますが、全国平均一人当たりの医療費の額が５歳
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きざみの年齢区分ごとに記載された表にＡ市の被保険者の構成割合をあては

め、Ａ市の一人当たり医療費が全国平均であった場合の医療費を算出します。

その金額が３０万円だった場合、Ａ市の一人当たり医療費は全国の水準と比較

すると１．１倍となりますので、先ほどＡ市がおさめるべき納付金額２０億円

に乗じ、最終的な納付金額は２２億円となります。このように医療費水準が高

ければ納付金額が高くなりますので、医療費水準を納付金額の算定に反映させ

るというこの仕組みは、医療費適正化を進めるインセンティブとなると言われ

ています。 

以上が保険料及び納付金の算定方法のイメージの説明となります。 

 

ただいまの説明に対して何かご質問等ございませんでしょうか。 

従来までの保険料の設定方法と変わってきますので、考え方をよくご理解い

ただけたらとおもいますが、よろしいでしょうか。 

 

納付金の按分のところで３つありますが、被保険者数、世帯数はわかります

が、所得総額はどこからの数字を使うのですか。保険料徴収の元になっている

所得ということになりますか。 

 

そうなります。 

 

医療費水準の反映というのは、高度な医療機関のある地域は医療費が高く、

医療機関のない地方などの医療費が一人当たり低い地域があり、それを均一に

した場合、医療費水準の低いところからの保険料で医療費水準の高いところを

補填するような形になりますので、不公平がないように医療費水準の反映をす

ることになっております。 

ほかにございませんか。それでは続いて資料の説明をお願いします。 

 

３ページをご覧ください。 

平成３０年度収支見込みの資料でございます。 

まずは「１ 平成３０年度以降の国民健康保険特別会計の仕組み」でござい

ます。 

先ほど、保険料及び納付金の算定方法についてご説明しましたが、平成３０

年度以降は、市は県に割り振られた納付金を支払い、県は市の保険給付費を全

額負担することとなりました。よって市は県に納める納付金と市で実施する保

健事業の費用などを賄うために税率を設定することとなっています。 

下の図をご覧ください。 
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上段に歳入、下段に歳出の項目を記載していますが、色がけをしていない歳

入左端に記載しております「保険給付費等交付金」はその下の歳出の「給付費

」を賄うために県から支出されるものであり、これらの額は同額となります。

また歳入の右端の「徴収金等」とその下の歳出の「保険給付費等交付金償還金

」も同額となっております。よって、色がけしている部分の歳入と歳出の差引

額が収支見込額となります。 

次に「２ 平成３０年度川西市国民健康保険事業特別会計の収支見込みにつ

いて」をご覧ください。 

当初予算時におきましては、約１，７００万円の収支不足を基金繰入で賄う

ことを見込んでおりましたが、９月末時点の数値では歳入歳出差引額は約７，

２００万円のプラス収支を見込んでおります。 

その理由につきましては、当初予算と比べて、国民健康保険税が収納率の向

上により約１，９００万円増えること、軽減対象者数の増により基盤安定にか

かる一般会計繰入金が約４，０００万円増えること、また延滞金が当初見込み

よりも約４８０万円増えることが見込まれることなどによるものです。 

 

次に４ページをご覧ください。 

医療給付費の推移についての資料でございます。 

先ほどから説明をしていますとおり、平成３０年度以降は本市の医療給付費

を賄うためだけに税率設定をするのではなく、県全体の医療給付費を賄うため

に各市が納めるべき納付金額が決定され、その納付金額等に基づいて税率を設

定するという流れとなっていますが、医療給付費の状況を知っていただくため

、参考までに本市の医療給付費の状況をご説明いたします。 

右端の平成３０年度見込の欄をご覧ください。上段の一般分について、合計

額としましては被保険者数の減少により、１０９億２，７８３万２，０００円

と平成２９年度実績より減少する見込みですが、一人当たり額としましては表

に示した５年間ずっと増加しております。平成３０年度も約４％の上昇を見込

んでおり、国保会計は厳しい財政運営が続くことが予想されます。 

以上が平成３０年度の状況に関する説明となります。 

 

現時点で平成３０年度の収支見込、最終的には黒字決算ということになって

いるようですが、ただ今の説明に対して何かご質問等ございませんでしょうか

。 

 

保険料の改定は２年に１度というのは変わらないのですか。 
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課長 

委員 

 

 

国民健康保険
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委員 

 

国民健康保険

課長 

 

委員 

 

 

 

国民健康保険

課長 

 

委員 

 

毎年になります。 

 

毎年になります。これまでは川西市の医療費の給付を賄うために市だけで運

営していましたが、平成３０年度以降は県全体になりますので、さきほど説明

した納付金額の算出方法がありますけれども、あれが毎年県から示されますの

で、納付金とプラス市独自で行う保健事業等にかかる経費を賄うために毎年税

率設定を検討することになります。 

 

毎年、上げるか下げるか考えないといけないということですね。 

 

そうです。 

 

これで見ると、黒字なので、今度は上がらないと思ってよろしいのでしょう

か。 

 

これはあくまで、３０年度でこれだけプラスが出るという話になります。平

成３１年度の本係数は１月以降に出てまいります。仮係数の説明はこの後資料

で申し上げますが、実際の本係数、平成３１年度に川西市が県にどれだけ納め

ないといけないのかについては、１月以降に出てきますので、その金額と今の

税率で見込まれる保険税の差がどれくらいになるかによって税率改定をする

かしないかを審議いただくことになります。 

 

ということは２月ごろにありますか。 

 

１月にございます。予算に間に合わせるために、１月にご審議いただかない

といけないと思っております。 

 

医療費の推移のところなのですが、棒グラフは減っていますね。退職者がど

んどん減っていますが、この退職者はそのまま一般に入る人と思っています。

それでよろしいか。 

 

退職者は制度自体の経過期間が終わりまして平成３１年度にはなくなるの

で、その方は一般になります。 

 

とういうことは、これを合わせた人数がずっと減っているので、トータル人

数が減っているという理解でよろしいか。 
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委員のおっしゃいますとおり、トータル人数はずっと減っています。退職医

療制度という意味ではなく、国民健康保険の対象者の方自体が高齢化を迎えま

すので、後期高齢者医療制度に移行する人が多いというのが１点、もう１つは

、社会保険適用条件が緩和されたことで、社保に移られる方が増えている、こ

の２つの要因で減っていると認識しています。 

 

よろしいでしょうか。特に団塊の世代が後期高齢者に移行するのもあります

ので、被保険者数は減っています。 

ほかに質問はありませんか。それでは次の説明をお願いします。 

 

次に５ページをご覧ください。 

この資料では、納付金の金額と標準保険料率の算出方法及び標準保険料率の

特徴などについて医療分、支援金分、介護分ごとに、記載しております。 

なお、今回資料でお示ししております納付金や標準保険料率はあくまで仮係

数に基づく試算値であるため、平成３１年度納付金額の現時点での傾向を大ま

かに把握するための参考としてご覧ください。そして来年年明け以降に本係数

に基づく納付金額が県から示された際には、税率のあり方についての事務局案

を作成し、提示する予定ですので、そこから本格的な議論を進めていただきた

いと考えております。 

それでは資料の「1 医療分の納付金及び標準保険料率」でございますが、医

療分の一般分の納付金額は、３１億４，６４０万９，４２４円となっておりま

す。この金額は、激変緩和分として支給される金額の約 1億８，０００万円を

控除した後の金額となっております。平成３０年度の本係数の金額と比べて約

３，０００万円増えております。 

まず、標準保険料率についての説明でございますが、保険料負担を他市と比

較しやすいように「見える化」するために、県が示した標準的な保険料率であ

り、兵庫県が策定した国民健康保険運営方針に定めたルール等に基づき算定を

しております。よって、本市が実際に課税する保険税率、保険税額とは異なる

点にご注意ください。 

標準保険料率を算定するための手順１としましては、税率を設定する際には、

市が支払うべき金額は納付金だけではないため、納付金額に、保健事業費など

納付金額とは別に歳出が必要なものを加えるとともに、県繰入金など、税以外

に歳入が見込まれるものを控除した金額を算出いたします。その額が④にあり

ますとおり約２４億６，４９７万８，０００円となります。 

次に手順２といたしまして、現実的には収納率が１００％ではないため、必
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要額を確保するために、収納率で割り戻した額を基に税率を算定する必要があ

ります。使用している標準収納率は平成２７年度から平成２９年度の平均値の

９１．２６％であり、その値で割り戻した結果、約２７億１０５万円となりま

す。 

最後に手順３といたしまして、表にあります所得、被保険者数、世帯数を基

に、手順２で求めた金額を賄うための税率を算定いたします。その結果、所得

割７．２７％、均等割は２万９，５３３円、平等割は２万７６５円となってお

ります。 

ちなみに昨年度に示された平成３０年度の本係数の時と比較いたしますと、

所得割は０．３３％増、均等割は１，５８５円の増、平等割は１，１１４円の

増となっております。 

なお、この算出に使用されている所得につきましては、普通調整交付金の算

定に用いる賦課限度額控除後所得を使用しているため、実際の課税所得額と比

べて高めに算出される傾向があるため、市町村は、基本的に標準保険料率より

高い保険料率を設定する必要があると言われております。 

 また、被保険者数や世帯数につきましても、県の推計値であるため、本係数

が出た後、実際に税率算定をする際には収納率とともに市の推計値へ置き換え

る必要があります。 

 ６ページをお開き願います。 

 こちらは「支援金分の納付金及び標準保険料率」でございますが、支援金分

の一般分の納付金額は９億７，７８２万１，４２８円となっております。標準

保険料率については、医療分と同じく納付金額から調整を行った後、標準収納

率で割り戻した約９億３，５１４万６，０００円を基に標準保険税率を算定し

た結果、所得割が２．５３％、均等割が１０，２２２円、平等割が７，１８８

円となっております。 

ちなみに昨年度に示された平成３０年度の本係数の時と比較いたしますと、

所得割は０．０８％増、均等割は３３８円の増、平等割は２３８円の増となっ

ております。 

 

７ページをご覧ください。 

「介護分の納付金及び標準保険料率」でございますが、介護分の標準保険料率

算定に必要な一般分と退職分を合計した金額は 

３億６，１７０万４，８９５円となっております。この金額は、激変緩和分と

して支給される金額の約１，８００万円を控除した後の金額となっております。

そして医療分、支援金分と同じく標準保険料率について、納付金額から調整を

行った後、標準収納率で割り戻した３億３，３０９万５，０００円を基に標準
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保険税率を算定した結果、所得割が２．５４％、均等割が１３，２０２円、 

平等割が６，１６５円となっております。 

ちなみに昨年度に示された平成３０年度の本係数の時と比較いたしますと、

所得割は０．３６％増、均等割は１，８６１円の増、平等割は８５３円の増と

なっております。 

今回の仮係数に基づく計算においては、県全体で保険税負担が増える傾向で

あると聞いておりますが、その主な要因としましては、平成２９年度に概算支

給された交付金に対して２年後に行う精算の返還額が大きいことと、保険者努

力支援制度における県全体の評価が下がったことにあると聞いております。 

資料の説明は以上でございます。 

 

それでは、仮係数ですけれども、参考値でこういう数字が出ています。何か

ご質問等ございませんでしょうか。 

 

手順２のところで収納率が１００％ではないから割るということですが、気

持ちはわかりますが、これは払っていない人の分まで払っている人が負担する

ことになると思うのですが、それでよいのでしょうか。 

 

皆さんが１００％納付していただくというのが原則になりますが、現実的に

はいろいろなご事情があってむずかしい点があります。一方で、納めるべき納

付金額が決まっておりますので、その金額を集めないといけないことになりま

す。そうなりますと、他の被保険者の方々に負担がいく仕組みになるのは事実

でございますので、適正な収納をしていただくよう収納率の向上に努めている

状況でございます。 

 

気持ちはわかります。 

 

医療、支援、介護、すべて予測される数字はアップすることになっておりま

す。最終的な数字が出てきたときにどうなるか心配になりますが。 

何かご意見ございますか。 

 

最後の介護の保険料の説明で県の推計値とありますが、これは県が推計した

川西のデータですね。実際のデータはわかるのでしょうか。 

 

国として見込み方が決められており、被保険者数はこう見込む、一人当たり

の納付金額はこう見込む、所得はこう見込む、というのが決まっておりまして
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、その分の川西市分として出されたものになります。一方で、実際に１月以降

に本係数を見込むときには、われわれが見込んでいる数字、被保険者数に当て

て変えさせてもらうようになっております。答えは出ていないのですが、今の

月々の被保険者数の動きを見て、毎月これくらいになるのではないかという予

測の見直しをしている状況であります。 

 

４０歳以上の介護保険の上乗せは、平均したら一人どれくらい増えますか。

わかれば教えてもらえますか。 

 

実際は仮係数に基づくものなので、実際に一人当たりいくら上がるのかにつ

いてはわからない部分になってきます。標準保険料率というのは、あくまで国

の定めた一定ルールであります。手順①で調整項目があり、プラス・マイナス

の調整をさせていただいています。全体のルールでは引けない、控除できない

けれども、我々が見込んだらこれは引けるのではという見込みもありまして、

実際とは少し違う形になります。ですので、これを基にどれくらい上がるかの

話は難しいと考えています。 

 

最終的にどうなりますか。介護保険分の費用というのは、差し引きゼロにな

るように収まるのか、それともそのようにはなっていないのでしょうか。 

 

介護保険の方の分は、差し引きゼロにはなっていないです。プラス・マイナ

スがゼロという制度になっているのは、一般と退職の制度がございます。退職

分につきましては社会保険診療報酬支払基金と調整分があるので、プラスマイ

ナスゼロの概念がありますが、委員がおっしゃっているのは、今の税率で介護

分としての納付金額が納められるかどうかというお話ですよね。 

 

複雑でよく分かっていない部分もありますが、今までは市町村が保険者だっ

たので、介護保険の２号被保険者の分は必ず納めるようになっていますよね。

制度が変わったときに県全体でそういう風になるのか、それとも市の中でほか

の分と同じように処理をしないといけないのでしょうか。 

 

今まではすべてが市の中で完結していたということになりますので、医療分

、後期分、介護分、それぞれの中で歳入歳出がプラスになるような運営をして

いかないといけない、その通りでございます。今回は、県全体で合わせたもの

に対して、先ほどの医療費水準、所得水準、被保険者数で割った部分が医療費

ということになりますけれど、同じような考え方で介護に必要な額を一定ルー
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ルで割ってというものになりますので、それが実際の保険税とのプラスになる

かはわからないのですけれども、作りとしてはそういう形になります。 

１対１の関係ではなくて、県全体で必要額を出して、一定ルールで割ってと

いう形になりますので、それに合わせた必要額に基づいて納付金額を上げてい

きますので、その意味では収支ゼロに向けて、税率改定する際には合わせてい

く方向性に特に変わりはありません。 

 

県に示され金額に基づいて収納して処理すればよいということになるのです

か。 

 

そうです。結局どこまでいっても、今回の制度につきましては、県に示され

た金額を賄うということで、それぞれ医療と後期と介護の方を設定していくこ

とになります。 

 

ほかには、よろしいでしょうか。 

 

この金額については、こういう現状ですので、昨年よりも数字的に全体的に

上がっており、その理由は先ほど申し上げたように２年前清算があったなどに

より上がっているのは事実ですが、今後は１月に本係数として示されたときに

本格的にご議論いただくのですが、そこで現在の税率と納めなければならない

金額に差がある場合、そこを現在９億７，０００万円ある基金の活用も含めて

どうしていくのかということについて、まとめてご審議いただくことになるか

と思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

基金というのは、国民健康保険の基金なのですか。 

 

そうです。平成２９年度に条例を作りまして、そこで初めて基金化をさせて

いただきまして、その時点で９億７，０００万円の国民健康保険事業の基金と

いうものがございます。 

 

それはそのままで使われていないのですね。 

 

使う予定はありました。平成３０年度に一部、過年度の返還金がございまし

たので、財源としては１，７００万円くらい当てようとしていたのですが、今

の時点では、プラスの収支になりそうなので基金を入れる必要がなくなりまし

た。ただ、その後、平成３１年度の議論には、今の税率では賄えない金額が出
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てきたときに、それをどれだけ使用するのかどうかという問題をご議論いただ

く必要があるかと思います。 

 

先ほど議論が出ていましたが、収納率の関係で、実際に納める方の負担が増

えているようになっています。現在の収納率９１．２６％は川西市の実績です

か。それとも県全体ですか。 

 

９１．２６％というのは国のルールで決められている過去３年間の分です。

川西市の一般分の過去３年間、平成２７年度、平成２８年度、平成２９年度の

過去３年分の平均の収納率になります。今は年々上がってきているので、少し

高い金額で見られるのではと思います。 

 

実際には上がっているのですね。ほかに何かご質問はございませんか。 

 

医療分の納付金は０歳から７４歳までの方、支援分は０歳から７４歳までの

方、介護というのは４０歳から６４歳ですね。これからどんどん人数は下がり

ますよね。 

 

ほかの世代に関しても、減っている部分はありますので、介護全体としても

減る傾向に今のところあります。 

 

そのほかにありませんか。 

それでは協議事項第２「その他」の項目に移りたいと思います。事務局から

何かありますでしょうか。 

 

今後の運営協議会の予定ですが、県から本係数に基づく納付金額が１月初旬

に出る予定となっているため、それ以後に運営協議会を開催したいと考えてお

ります。開催のお知らせが直前になるかと思いますが、日程を調整の上、ご出

席賜りますようよろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

１月早々に県から正式な数字が出てきます。それに基づいて議論させていた

だいて答申させていただくことになりますので、ぜひご出席賜りますようよろ

しくお願いいたします。ほかに何かございませんか。無いようですので、閉会

にあたり一言ごあいさつを申し上げます。 

本日は、国民健康保険制度改革につきまして委員の皆様の活発なご審議をい

ただき、心よりお礼申し上げます。 
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これをもちまして、平成３０年度第２回川西市国民健康保険運営協議会を閉

会いたします。どうもありがとうございました。 

以上  

  

 


